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化
粧
品
の
動
物
実
験
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
に
お
い
て
高
齢
化
や
核
家
族
化
が
進
む
な
か
、
犬
や
猫
な
ど
の
動
物
を
家
族
の
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
る
国
民
が
増

え
、
国
民
の
動
物
愛
護
の
意
識
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
化
粧
品
開
発
の
た
め
の
動
物
実
験
に
反
対
す
る
声
も
聞
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
動
物
愛
護
の
精
神
が
市
民
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
以
下
、
Ｅ
Ｕ
）
で
は
、
化
粧
品
指
令
第

七
次
修
正
（C

o
sm
e
tic
D
ire
ctiv
e
７
th
A
m
e
n
d
m
e
n
t

）
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
よ
り
す
で
に
化
粧
品
の
完
成
品
の
動
物

実
験
が
禁
止
さ
れ
、
本
年
三
月
十
一
日
よ
り
新
た
に
化
粧
品
の
原
料
お
よ
び
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
た
め
の
動
物
実
験
が
禁
止
に

な
っ
た
。
同
時
に
、
Ｅ
Ｕ
域
外
で
動
物
実
験
が
な
さ
れ
た
化
粧
品
の
完
成
品
お
よ
び
原
料
の
輸
入
販
売
も
、
一
部
の
試
験
領
域

に
二
〇
一
三
年
ま
で
の
猶
予
が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
、
禁
止
に
な
っ
た
。
一
方
、
日
本
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
化
粧
品

基
準
に
掲
げ
る
「
防
腐
剤
、
紫
外
線
吸
収
剤
及
び
タ
ー
ル
色
素
の
配
合
の
制
限
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
）
」
に
新
た
な
成
分
を

収
載
す
る
、
ま
た
は
最
大
配
合
量
を
変
更
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
業
者
に
対
し
て
は
、
動
物
実
験
等
に
よ
る
安
全
性
試
験
の
資

料
の
提
出
を
求
め
、
い
わ
ゆ
る
「
薬
用
化
粧
品
」
等
の
「
医
薬
部
外
品
」
の
製
造
販
売
承
認
申
請
に
対
し
て
も
、
同
様
に
動
物

実
験
等
に
よ
る
安
全
性
試
験
の
資
料
を
要
求
し
て
い
る
。

今
後
、
動
物
愛
護
意
識
の
高
ま
り
か
ら
、
嗜
好
品
で
あ
る
化
粧
品
開
発
の
た
め
の
動
物
実
験
を
望
ま
な
い
消
費
者
が
増
え
、

一



ま
た
、
Ｅ
Ｕ
や
米
国
と
の
間
で
進
め
ら
れ
て
い
る
規
制
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
協
調
）
に
よ
り
、
今
後
、
我
が
国
に
お

い
て
も
化
粧
品
の
動
物
実
験
の
禁
止
あ
る
い
は
廃
止
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
動
物
実
験
代
替
試
験
法
の
積
極
的
な
導
入
が
求

め
ら
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
企
業
が
「
一
般
化
粧
品
」
の
開
発
の
際
に
動
物
実
験
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
、
お
よ
び
そ
の
動
物
実
験
の
件

数
・
実
験
動
物
数
等
を
把
握
し
て
い
る
か
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
の
間
に
、
厚
生
労
働
省
の
「
化
粧

品
基
準
改
正
要
請
」
の
結
果
、
企
業
が
安
全
性
試
験
に
供
し
た
実
験
動
物
、
お
よ
び
「
医
薬
部
外
品
」
の
製
造
販
売
承
認
申

請
に
よ
り
、
企
業
が
安
全
性
試
験
に
供
し
た
実
験
動
物
に
つ
い
て
、
試
験
の
種
類
別
、
実
験
動
物
の
種
別
等
の
把
握
が
必
要

だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
理
由
ゆ

え
か
。

二

「
医
薬
部
外
品
」
は
日
本
と
韓
国
な
ど
一
部
の
国
に
見
ら
れ
る
分
類
で
あ
り
、
日
本
で
い
う
い
わ
ゆ
る
「
薬
用
化
粧
品
」

は
、
Ｅ
Ｕ
や
米
国
で
は
「
化
粧
品
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
国
際
的
な
規
制
の
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観
点
は

も
ち
ろ
ん
、
動
物
実
験
数
の
減
少
・
削
減
を
進
め
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
動
物
実
験
の
実
施
が
要
求
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

二



「
薬
用
化
粧
品
」
を
「
一
般
化
粧
品
」
と
同
等
の
取
り
扱
い
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

三


